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項　　　　目 内　　　　容 備　　　　考図番号

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

脱落・腐食は公社負担

故意又は過失による場合入居者負担

原因者負担
火災等による緊急避難は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

網入りガラスによる熱伝導及び
鉄線の錆による破損は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

流し台・コンロ台・下部戸棚
ユニットキッチン　　　　　　

吊戸棚
食器戸棚

水切棚

配管用金属板

表札差し（木板を含む）

牛乳受箱

造付け下駄箱

バルコニー手摺　
バルコニー
（手摺付：石綿板･アルミ板）

隔板（避難口）

物干金物

カーテンレール・タオル掛け

クーラー用スリーブ（キャップ）

換気用ガラリ
レジスター（フィルター）

窓手摺・面格子

ガラス

鏡

住戸内手摺

腐　食

汚損・破損・建具の開閉調整

腐食･脱落

汚損・破損・建具の開閉調整

腐　食

ガタつき・脱落･破損

腐　食

紛　失

破　損

汚損・建具の開閉調整

ガタつき・腐食

破　損

腐食・取付ボルトのゆるみ

破損・取付ボルトの紛失

脱落・破損・たるみ

破損・紛失

汚損・破損・開閉調整

ガタつき・腐食

割　れ

割　れ

破　損

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

負 担 区 分
入居者 公 社

Ｄ－2
Ｄ－3       　  
Ｄ－14

Ｄ－4

Ｄ－7

Ｂ－6

Ｂ－7

Ａ－16

Ｃ－14

そ

の

他

台

所

廻

り

玄
関
廻
り

バ
ル
コ
ニ
ー
廻
り

④

備

品

・

雑

品

関

係

項　　　　目 内　　　　容 備　　　　考図番号

故意又は過失による場合は入居者負担

鴨　居

柱（半柱とも）

付鴨居

木製出入口・窓枠

木製出入口・窓枠
（ラッピング仕様）

押入中棚板

造付け化粧棚

クローゼット棚

反り・ねじれ

ガタつき

ガタつき・脱落

腐　食

表面材めくれ

破　損

破　損

破　損

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

負 担 区 分
入居者 公 社

Ａ－15
Ｃ－11    

C-12

Ｃ－10
そ

の

他

タイル貼り Ｄ－8
はく離・浮き

破　損

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担
ひび割れ1.5㎜以上

ひび割れ1.5㎜未満

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

ひび割れ3.0㎜以上

ひび割れ3.0㎜未満　

故意又は過失による場合は入居者負担

モルタル塗り・プラスター塗り・
コンクリート下地の上
（ペンキ塗り、クロス貼り、吹付）

石こうボード・
石綿板張り下地の上
（ペンキ塗り・クロス貼り）

化粧合板張り
ベニヤ張り

モルタル塗り・プラスター塗り・
コンクリート下地の上
（ペンキ塗り、クロス貼り、吹付）

石こうボード・石綿板張り・
ベニヤ張下地の上
（ペンキ塗り・クロス貼り）

下地のはく離・ひび割れ
軽微な浮き・軽微なひび割れ・
破損・表面材のはく離

たわみ・脱落

破損・表面材のはく離

たわみ・脱落

破損・表面材のはく離

下地のはく離・ひび割れ

軽微な浮き・軽微なひび割れ・
破損・表面材のはく離

たわみ・腐食

汚損・破損

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ａ－3
Ｂ－8　　　

Ｃ－9

Ａ－4
Ｂ－9
Ｃ－8

③

天

井
・
壁

関

係

天

井

壁

項　　　　目 内　　　　容
負担区分

入居者 公 社
備　　　　考図番号

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良等については公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良等については公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良は公社負担

作動不良は公社負担
モニタカメラ付インターホンも含む

故意又は過失による場合は入居者負担

紛失・故意又は過失による場合は入居者負担

電気配線

安全ブレーカー

分電盤

スイッチ

コンセント

プレート（スイッチ・コンセント）

引掛ローゼット

照明器具（公社設置）

グローブ

電球・蛍光灯・点灯管

換気用フード

換気扇（一般型：公社設置）

天井換気扇

排気シャッター

レンジフード

チャイム・ブザー

押ボタン

インターホン

テレビ用接続端子

住宅情報盤
（ナースコール・警報装置を含む）

電話用接続端子

熱感知器類

絶縁不良

接触不良

損　耗

破　損

破　損

破　損

破　損

脱　落

破　損

破　損

球切れ

脱　落

破損（フィルターの汚損を含む）

破損（フィルターの汚損を含む）

破　損

破損（フィルターの汚損を含む）

破　損

破　損

破　損

損　耗

作動不良

破　損

作動不良

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ａ－12

Ｃ－16

Ｃ－16　　　　　　
Ｄ－12

Ａ－5
Ｃ－17 　　　　　
Ｄ－9

Ｄ－13
Ｆ－12 　　　

Ｄ－5

Ｄ－6

Ｂ－11

Ｃ－15  

給湯器リモコン

浴室換気乾燥機

排気筒（専用部分）

破　損

破　損

腐　食

作動不良は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

②
ガ
ス

設
備
関
係

○

○

○

配

　線

　廻

　り

そ

の

他

照

明

③

電

気

設

備

関

係

1． 入居（契約日）後3ヶ月以内に修繕が必要となった場合は公社負担とします。                
2． 負担区分表の用語の取扱いについて                
　１）「腐食」は腐食して機能不能となった場合に使用します。                
　2）「ガタつき」で使用に支障のない程度のガタつきは修繕の対象外とします。                
3． 1階木造床の床下りに原因して修繕が必要となった場合は公社負担とします。                
4． 最上階･上階の浴室または外壁からの漏水に伴う修繕は公社負担とします。                
5． 入居者で設置したもので修繕が必要になった場合は入居者負担とします。                
6． 負担区分により公社負担となる場合においても、入居者の責となる故意または過失による場合の修繕はすべて入居者負担とします。                

（摘要）　

項　　　　目 内　　　　容 備　　　　考図番号

パッキンを取り替えても漏水が
止まらない場合は公社負担　　　　　
シングルレバーの不具合、
カートリッジ取替えは公社負担　

故意又は過失による場合は入居者負担

　　　　　　　　〃

故意又は過失による場合は入居者負担

腐食の場合は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

取付金物腐食によるガタつきは公社負担

ボルトのゆるみによるガタつきは公社負担
ウォシュレットの作動不良は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

腐食は公社負担

取付金物腐食によるガタつきは公社負担

取付金物腐食によるガタつきは公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

　　　　　　　　〃

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良は公社負担

水栓器具
（台所・洗面所・浴室・便所）

給水・給湯管

排水管
（台所・洗面所・洗濯機置場・
浴室・便所・バルコニー）

トラップ
（台所・洗面所・浴室・便所・
洗濯パン）

目皿（中皿・わん）

洗濯機置場ホース差入口　　　　　　　　　
浴室扉貫通部、排水ホースホル
ダー（固定バンドを含む）

便器

便座・蓋

ロータンク　　　　　　　　　　　　　　　　

タンク内附属部品

フラッシュバルブ

洗浄管（スパット）

ペーパーホルダー タオル掛け

洗面器・手洗器

鎖・ゴム栓

洗面化粧台 メデシングキャビネット

浴室防水パン・洗濯機パン

浴槽蓋

ユニットバス（浴室）

浴槽・給湯器・風呂釡（公社設置）

ガス配管（台所・浴室・居室）

ガス栓及びボックス
（台所・浴室・居室）

ガスコンロ

パッキン・コマ取替
シャワー（ホース・ヘッド・フック）取替

腐食による漏水

腐食による漏水

破損・詰まりによる漏水

腐食による漏水

破損・詰まりによる漏水

破損・紛失

破損・紛失

接続部からの漏水

破損・詰まり

破損・汚損

ガタつき

破　損

破　損

破損・漏水

腐食による漏水

ガタつき・破損

破損･詰まり

紛失・損耗・破損

軽微なガタつき・破損

漏　水

破　損

汚損・破損

漏　水

作動不良

キズ・破損

腐　食

腐食・開閉不良

破　損

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

負 担 区 分
入居者 公 社

Ｄ－11
Ｅ－4　　　　　　
Ｅ－6　　　　　　
Ｅ－9

Ｅ－3　　　　　
Ｅ－7

Ｅ－3

Ｆ－7

Ｆ－8

Ｆ－6

Ｆ－9

Ｆ－10

Ｅ－5

Ｅ－8

Ｅ－2

Ｄ－10

●設　備

①

給

排

水

衛

生

設

備

関

係

②
ガ
ス
設
備
関
係

給

水

排

水

便

　所

　廻

　り

浴
室
廻
り･

そ
の
他
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項　　　　目 内　　　　容
負担区分

入居者 公 社
備　　　　考図番号

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良等については公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良等については公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良は公社負担

作動不良は公社負担
モニタカメラ付インターホンも含む

故意又は過失による場合は入居者負担

紛失・故意又は過失による場合は入居者負担

電気配線

安全ブレーカー

分電盤

スイッチ

コンセント

プレート（スイッチ・コンセント）

引掛ローゼット

照明器具（公社設置）

グローブ

電球・蛍光灯・点灯管

換気用フード

換気扇（一般型：公社設置）

天井換気扇

排気シャッター

レンジフード

チャイム・ブザー

押ボタン

インターホン

テレビ用接続端子

住宅情報盤
（ナースコール・警報装置を含む）

電話用接続端子

熱感知器類

絶縁不良

接触不良

損　耗

破　損

破　損

破　損

破　損

脱　落

破　損

破　損

球切れ

脱　落

破損（フィルターの汚損を含む）

破損（フィルターの汚損を含む）

破　損

破損（フィルターの汚損を含む）

破　損

破　損

破　損

損　耗

作動不良

破　損

作動不良

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Ａ－12

Ｃ－16

Ｃ－16　　　　　　
Ｄ－12

Ａ－5
Ｃ－17 　　　　　
Ｄ－9

Ｄ－13
Ｆ－12 　　　

Ｄ－5

Ｄ－6

Ｂ－11

Ｃ－15  

給湯器リモコン

浴室換気乾燥機

排気筒（専用部分）

破　損

破　損

腐　食

作動不良は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

②
ガ
ス

設
備
関
係

○

○

○

配

　線

　廻

　り

そ

の

他

照

明

③

電

気

設

備

関

係

1． 入居（契約日）後3ヶ月以内に修繕が必要となった場合は公社負担とします。                
2． 負担区分表の用語の取扱いについて                
　１）「腐食」は腐食して機能不能となった場合に使用します。                
　2）「ガタつき」で使用に支障のない程度のガタつきは修繕の対象外とします。                
3． 1階木造床の床下りに原因して修繕が必要となった場合は公社負担とします。                
4． 最上階･上階の浴室または外壁からの漏水に伴う修繕は公社負担とします。                
5． 入居者で設置したもので修繕が必要になった場合は入居者負担とします。                
6． 負担区分により公社負担となる場合においても、入居者の責となる故意または過失による場合の修繕はすべて入居者負担とします。                

（摘要）　

項　　　　目 内　　　　容 備　　　　考図番号

パッキンを取り替えても漏水が
止まらない場合は公社負担　　　　　
シングルレバーの不具合、
カートリッジ取替えは公社負担　

故意又は過失による場合は入居者負担

　　　　　　　　〃

故意又は過失による場合は入居者負担

腐食の場合は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

取付金物腐食によるガタつきは公社負担

ボルトのゆるみによるガタつきは公社負担
ウォシュレットの作動不良は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

腐食は公社負担

取付金物腐食によるガタつきは公社負担

取付金物腐食によるガタつきは公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

　　　　　　　　〃

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良は公社負担

水栓器具
（台所・洗面所・浴室・便所）

給水・給湯管

排水管
（台所・洗面所・洗濯機置場・
浴室・便所・バルコニー）

トラップ
（台所・洗面所・浴室・便所・
洗濯パン）

目皿（中皿・わん）

洗濯機置場ホース差入口　　　　　　　　　
浴室扉貫通部、排水ホースホル
ダー（固定バンドを含む）

便器

便座・蓋

ロータンク　　　　　　　　　　　　　　　　

タンク内附属部品

フラッシュバルブ

洗浄管（スパット）

ペーパーホルダー タオル掛け

洗面器・手洗器

鎖・ゴム栓

洗面化粧台 メデシングキャビネット

浴室防水パン・洗濯機パン

浴槽蓋

ユニットバス（浴室）

浴槽・給湯器・風呂釡（公社設置）

ガス配管（台所・浴室・居室）

ガス栓及びボックス
（台所・浴室・居室）

ガスコンロ

パッキン・コマ取替
シャワー（ホース・ヘッド・フック）取替

腐食による漏水

腐食による漏水

破損・詰まりによる漏水

腐食による漏水

破損・詰まりによる漏水

破損・紛失

破損・紛失

接続部からの漏水

破損・詰まり

破損・汚損

ガタつき

破　損

破　損

破損・漏水

腐食による漏水

ガタつき・破損

破損･詰まり

紛失・損耗・破損

軽微なガタつき・破損

漏　水

破　損

汚損・破損

漏　水

作動不良

キズ・破損

腐　食

腐食・開閉不良

破　損

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

負 担 区 分
入居者 公 社

Ｄ－11
Ｅ－4　　　　　　
Ｅ－6　　　　　　
Ｅ－9

Ｅ－3　　　　　
Ｅ－7

Ｅ－3

Ｆ－7

Ｆ－8

Ｆ－6

Ｆ－9

Ｆ－10

Ｅ－5

Ｅ－8

Ｅ－2

Ｄ－10

●設　備

①

給

排

水

衛

生

設

備

関

係

②
ガ
ス
設
備
関
係

給

水

排

水

便

　所

　廻

　り

浴
室
廻
り･

そ
の
他

①
給
排
水･

ガ
ス
設
備
関
係

②

電

気

設

備

関

係

●設　備

項　　　　目 内　　　　容
負担区分

公　社 備　　　　考

故意又は過失による場合は
原因者負担

故意又は過失による場合は
原因者負担

破損は原因者負担

故意又は過失による場合は
原因者負担

故意又は過失による場合は
原因者負担

故意又は過失による場合は
原因者負担

故意又は過失による場合は
原因者負担
（火災、訓練による消火剤の
入れ替えは公社負担）

給水配管

消火栓

雨水排水管・雑排水管・
汚水管（目皿などを含む）

ガス配管

排気筒（共用筒）

幹線・副幹線・共用灯配線

配電盤・分電盤

ブレーカー類・開閉器

スイッチ・コンセント　　　　　
（プレート含む）自動点滅器

照明器具　　　　　　　　　　　　
（グローブ・電球・蛍光灯・
点灯管を含む）

誘導灯（蛍光灯含む）

非常灯（蛍光灯含む）

共聴用アンテナ支持金物

共聴用アンテナ（支柱含む）

増幅器

分配・整合器

同軸ケーブル

火災報知器

避雷設備

エレベーター

　
消防用設備
　消火設備（消火器・付属品）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　警報設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　避難設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　非常用電源設備

漏水・腐食 

腐食・作動不良 

腐食・漏水・排水不良

清掃不備による排水不良及び
漏水・詰り・紛失

腐　食 

腐食・脱落・機能不良 

絶縁不良 

腐食・損耗 

損耗・接触不良 

損耗･作動不良 

腐食・損耗 

破損・紛失・球切れ･割れ 

腐食･損耗 

球切れ 

腐食･損耗 

球切れ 

腐食･脱落･損耗 

腐食・折れ･曲り・損耗 

作動不良 

作動不良 

断線・特性不良 

作動不良 

腐食･損耗 

内部の汚損・破損・マット等交換

保守点検

汚損・破損・紛失 

 

 

入 居 者
共同負担

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

給

水

排

水

ガ

ス

配

線

廻

り

照

明

廻

り

テ
レ
ビ
共
聴
ア
ン
テ
ナ
廻
り

そ

の

他

●建　築

項　　　　目 内　　　　容
負担区分

公　社 備　　　　考

ひび割れ巾1.5㎜以上

計画修繕で実施

故意又は過失による場合は
原因者負担

故意又は過失による場合は
原因者負担

ひび割れ巾1.5㎜以上

計画修繕で実施

ひび割れ巾1.5㎜以上

ひび割れ巾1.5㎜以上

故意又は過失による場合は
原因者負担

網入りガラス等の構造による
熱割れ・錆割れは公社負担
（故意または過失による場合は
原因者負担）

故意又は過失による場合は
原因者負担

ひび割れ巾1.5㎜以上

計画修繕で実施

故意又は過失による場合は
原因者負担

　　

危険箇所は公社負担

モルタル塗り　　　　　　　　　　
コンクリート下地の上吹付

竪樋及び樋持ち金物

棟番号表示文字類

モルタル塗り・
コンクリート下地の上吹付け

モルタル塗り・コンクリート造　　
（側溝ノンスリップを含む）

モルタル塗り及びモルタル下地の
上・塩ビシート貼り　　　　　
（側溝中継排水口を含む）

踊場手摺・柵
廊下手摺　　　　　　　　　　
共用廊下・
エレベーターホール廻りサッシ

メーター点検扉・屋上点検用蓋・防火扉

ダストシュート投入口取出口扉

階段室・エレベーターホール
掲示板（掲示面名札差し）

ガラス

集合郵便受

雨水排水口

モルタル塗り・
コンクリート下地の上吹付け

ドア・サッシ

露出用防水

立上り防水押え
テレビアンテナ用架台

雨水排水口

屋上物干金物
屋上フェンス
屋上手摺　
高置水槽架台（鉄製）

漏水・ひび割れ・はく離 

表面塗装材のはく離・汚損 

腐食・脱落・漏水 

詰　り 

腐食・脱落・はく離 

漏水・ひび割れ・はく離 

表面塗装材のはく離・汚損 

漏水・ひび割れ・はく離・排水不良・
ノンスリップ剥がれ
（浮き・軽微なひび割れを除く） 

漏水・ひび割れ・はく離・排水不良・
中継排水口腐食（浮き・表面材の
剥離･軽微なひび割れを除く） 

ガタつき・腐食（汚損を除く） 

開閉不良・腐食
施錠不良（附属金物含む） 
開閉不良・腐食
施錠不良（附属金物含む） 
開閉不良・腐食
施錠不良（附属金物含む） 

損耗・腐食 （ガタつき･汚損･紛失を除く） 

割　れ 

開閉不良・丁番腐食 

漏水・腐食 

漏水・ひび割れ・はく離 

汚損・表面塗装材のはく離 

開閉不良・腐食　　　
施錠不良（付属金物含む） 

漏水（汚損・清掃を除く） 

漏水・ひび割れ・はく離 

漏水・腐食 

詰り・清掃 

ガタつき・腐食　　　
取付ボルトのゆるみ 

①
外
壁
関
係

②
階
段
室･

エ
レ
べ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル・廊
下
関
係

③

屋

上

関

係

バ
ル
コ
ニ
ー
壁・

屋
根
庇・小
庇

天
井・壁

階
段・踊
場
床

そ
の
他

そ

の

他

2． 建物共用部分
入 居 者
共同負担

廊
下・Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル・床

手
摺・サ
ッ
シ･

鋼
製
扉

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○


